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清
代
乾
隆
年
間
に
お
け
る
官
僚
と
塩
商

(二
)

　
両
潅
塩
引
案
を
中
心
と
し
て

滝

野

正

二

郎

　こ

第

一
節
お
よ
び
第
二
節
で
は
、
両
淮

塩
引
案
の
事
件
の
経
緯
と
、
こ
の
事
件
の
中
心
人
物
で
あ
る
高
恒
と
普
福
の
経
歴

に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、

本
節
に
お
い
て
は
、
こ
の
両
淮
塩
引
案
と
呼
ば
れ
る
疑
獄
事
件

の
本
来
的
な
原
因
と
も

い
う

べ
き
、
塩
引

の
預
提
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
る
。

1

塩
引
の
預
提

三
、
塩
引
の
預
提

そ
も

そ
も
塩
引

の
預
提
と
は
、
『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
三
〇
輯
六
六
五
頁
、
乾
隆
三
三
年

(
一
七
六
八
)
五
月

二
〇
日
、
両
淮

塩
政
尤
抜

世
の
奏

摺
に
、

窃
査
預
提
引
目

一
事
、
原
因
口
岸
暢
錆
、
額
引
不
敷
接
済
、
奏
請
預
提
下
綱
引
目
、
給
商
領
運
、
民
食
既
得
有
資

、
商
人
亦
沽
絵
利
、
或
派

辮
公
、
或
緻
価
備
用
、
兼
可
籍
以
辮
理

一
切
公
事
、
如
有
蝕
銀
、
解
交
内
府
。
此
向
来
辮
理
提
引
之
原
委
也
。

と
い
う

よ
う
に
、
額
定
の
塩
引
が
順
調
に
消
化
さ
れ
て
不
足
し
た
場
合

に
、
次
年
度
以
降
の
額
引
か
ら
塩
引
発
行
枠
を
前
借
り
し
て
額
外

の
塩
引

を
発
行

す
る
と

い
う
も
の
で
あ
り
、
吉
慶
が
両
淮

塩
政
で
あ

っ
た
と
き
に
開
始
さ
れ
た
。
『宮
中
棺
、乾
隆
朝
奏
摺
』
第

三

一
輯

一
〇
七
頁
、
乾
隆

三
三
年

(
一
七
六
八
)
六
月
二
〇
日
、
江
蘇
巡
撫
彰
宝

・
両
淮
塩
政
尤
抜
世
連
名

の
奏
摺
に
は
、



伏
査
前
塩
政
吉
慶
任
内
、
因
雍
正
乙
卯
綱
准
南
帯
徴
引
目
、
至
乾
隆
十

一
年
丙
寅
綱
、
便
可
帯
完
、
自
丙
寅
以
後

、
別
無
帯
運
之
引
、
江
広

口
岸
頗
覚
暢
錆
、
請
将
甲
戌
年
歳
額
綱
塩

一
百
四
十

一
万
五
千
三
百
九
十
四
引
預
提
、
存
部
、
随
時
約
数
請
領
、
接
済
民
食
。
奉
旨
、
勅
部

議

覆
准
行
。
此
係
吉
慶
任
内
預
提
綱
引
之
始
也
。

と
あ
り
、
乾
隆

三

年

(
一
七
四
六
)、

一
年
分
の
定
額
を
消
化
し
き
れ
ず
帯
徴
さ
れ
て
い
た
雍
正
乙
卯
年

("
雍
正
一
三

年

〈
一
七
三
五
〉
)
分

の
綱
引
が
完
徴
さ
れ
た
う
え
に
な
お
塩

の
売
行
き
が
順
調
で
、
塩
引
が
不
足
し
つ
つ
あ

っ
た
た
め
、
甲
戌
年

(
　乾
隆

一
九
年

〈
一
七
五
四
〉
)

分

の
綱

引
の
前
借
り
を
当
時
の
両
淮

塩
政
で
あ

っ
た
吉
慶
が
要
請
し
、
そ
れ
が
認
可
さ
れ
て
塩
引
の
預
提
が
開
始
さ
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
塩
引

の
不
足
に
対
し
て
、
乾
隆

=

年
ま
で
は
、
そ
れ
以
前

の
滞
徴
分
を
消
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
対
応
し

て
い
た
が
、
こ
の
乾
隆

一

一
年
に

い
た

っ
て
消
化
す
べ
き
滞
徴
分
が
全
く
な
く
な
り
、
従
来
の
方
法
で
は
塩
引
の
不
足
に
対
応
し
き
れ
な
く
な

っ
た
。
そ
の
た
め
、
次
年
度

以
降

の
額
引
を
前
借
り
し
て
そ
れ
を
補
う
と

い
う
塩
引
の
預
提
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
佐
伯
富
氏

の
御
研
究
に
よ
れ
ば
、
乾
隆
年
間
は
塩
政

ハ
　

　

が
順
調

に
運
営
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
順
調
な
る
が
ゆ
え
に
塩
引
が
不
足
し
、
そ
の
た
め
に
預
提
と

い
う
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ

た

の
で
あ
る
。

こ
の
塩
引
預
提

の
開
始
を
告
げ
る
奏
摺
自
体
は

『宮
中
棺

乾
隆
朝
奏
摺
』

の
中
に
含
ま
れ
て
い
な

い
た
め
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
こ
の
事

実
に
関

し
て
は
、
吉
慶

の
乾
隆

一
六
年

の
奏
摺
に
よ

っ
て
確
認
で
き
る
。
『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
二
輯
二
八
〇
頁
、
乾
隆

一
六
年

(
一
七
五

一
)

一
二
月
二

一
日
、
管
理
両
淮

塩
政
今
調
長
薦
塩
政
吉
慶
の
奏
摺
に
、

窃
照
両
潅
綱
塩
、
額
引
而
外
、
恐
暢
錆
口
岸
、
民
食
未
敷
、
所
当
先
事
簿
維
、
相
機
調
剤
。
前
経
奴
才
於
提
甲
錆
完
之
後
、
又
奏
請
照
例
預

提
、
部
議
准
、
於
次
年
額
引
内
、
提
出
行
錆
。
本
年
辛
未
綱
、
奴
才
先
期
約
数
、
曽
奏
請
預
提
次
年
綱
引
四
十
万
道
。
仰
頼
皇
上
福
庇
、
口

岸
行
錆
暢
旺
、
所
領
引
目
、
業
拠
各
商
梱
配
領
運
完
納
入
冊
、
正
雑
課
銀
五
十
九
万
二
千
七
百
絵
両
。
又
食
塩
口
岸
恐
有
不
敷
、
亦
経
奴
才

男
案
奏
准
預
提
、
在
案
。
本
年
辛
未
綱
額
外
預
提
、
寧
国
等
五
口
岸
、
食
塩

一
万
二
千
八
百
七
引
、
亦
拠
各
商
陸
続
領
運
過
九
千
三
百
絵
引
。

因
引
目
於
八
月
内
、
方
始
領
到
。
是
以
、
尚
未
全
完
、
現
在
筋
商
上
緊
領
運
、
奏
錆
限
内
、
可
以
全
完
。
所
有
奴
才
任
内
辛
未
綱
額
外
預
提

綱
引
、
業
巳
輸
課
領
運
全
完
、
額
外
預
提
食
引
、
領
運
将
竣
縁
由
、
理
合
恭
摺
奏
聞
、
伏
乞
聖
主
容
竪
、
謹
奏
。
乾
隆
拾
陸
年
拾
試
月
武
拾

壼

日
。



〔殊
批
〕
知
道
了
。

と
あ
り

、
吉
慶
は
、
乾
隆

一
六
年
以
前
に
は
綱
塩

・
食
塩
の
不
足
を
補
う
た
め
綱
塩
の
次
年
度
塩
引
を

預
提
す

る
こ
と
が
戸
部

の
議
准
を
経
て
認
可
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
言
及
し
た
う
え

で
、
こ
の
乾
隆

一
六

年

に
四
〇
万
道
お
よ
び
食
塩

一
万
二
八
〇
七
引
を
預
提
す
る
こ
と
を
報
告
し
、
そ
れ
に
対
し
て
乾
隆
帝

も

「知
道
了
」
の
殊
批
を
与
え
て
了
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
塩
引

の
預
提
自
体
は
何
ら
問
題

の
な
い

こ
と
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う

し
た
経
緯
を
経
て
認
可
さ
れ
た
預
提
の
塩
引
は
乾
隆
三
三
年

(
一
七
六
八
)
、
両
淮

塩
引
案
が

持
ち
上

が
る
ま
で
約
二
十
年
に
わ
た

っ
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
引
用
し
た

『宮
中
棺
乾
隆

朝
奏
摺
』
第
三

一
輯

一
〇
七
頁
、
乾
隆
三
三
年
六
月
二
〇
日
、
江
蘇
巡
撫
彰
宝

・
両
淮
塩
政
尤
抜
世
連

名

の
奏
摺
に
よ
れ
ば
、
乾
隆

一
一
年
以
降

の
塩
引
預
提

の
実
施
状
況
は
表

1
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
れ

に
よ
れ
ば
、
乾
隆

一
五
年
か
ら
二

一
年

に
か
け
て
二
〇
五
万

一
二
二
八
引
、
乾
隆
二
四

・
二
五

の
両
年

で
四
〇
万
引
、
二
九
年
か
ら
三
二
年

に
か
け
て

一
一
〇
万
引
、
総
計
四
九
六
万
六
六
二
二
引

の

　
ヨ

　

塩
引
が
預
提
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
多
額
の
塩
引
が
定
額
外
に
発
行
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
乾

隆

一
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
初
頭
に
及
ぶ
期
間
の
塩
引
不
足
が

い
か
に
慢
性
的
で
あ
り
、
当
時
の
塩
専

売
が
い
か
に
好
況
で
あ

っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
如
実
に
物
語

っ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

2
余

利
銀
の
存
貯

先
述

し
た
よ
う
に
、
両
潅
塩
引
案
と

い
う
事
件

に
お

い
て
問
題
視
さ
れ
た
の
は
塩
引

の
預
提
自
体
で

は
な
か

っ
た
。
問
題
視
さ
れ
た
の
は
、
預
提
塩
引
に
付
随
す
る

「
余
利
銀
」
の
存
在

で
あ

っ
た
。
『宮

中
棺
乾

隆
朝
奏
摺
』
第
三

一
輯

一
〇
七
頁
、
乾
隆
三
三
年
六
月
二
〇
日
、
彰
宝

・
尤
抜
世
連
名
の
奏
摺

に
、

表1乾 隆11年 ～32年 の預提塩引額

年号

乾隆

合計

年次

11～15

15～21

22～23

24～25

26～28

29～32

干 支

丙寅 ～庚午

庚午～丙子

丁丑～戊寅

己卯 ～庚辰

辛巳～癸未

甲申～丁亥

塩政名

吉慶

吉慶 ・普福

(普福 ・高恒)

高恒

高恒

高恒 ・普福

預提綱

甲戌綱

辛未等綱

(庚辰 ・辛巳)

(乙酉～戊子)

預提額

1,415,394

2,051,228

0

400,0∞

0

1,100,000

4,966,622

備考

正綱塞滞

正綱甕滞

【典拠】 『宮中棺 乾隆朝奏摺』 第31輯P107



臣
等
査
両
淮

綱
引
正
引
、
原
応
完
正
雑
課
銀
、
二
両
六
銭
四
分
三
厘
零
。
此
外
尚
有
窩
価

一
両
、
惟
預
提
引
張
毎

引
正
雑
銭
糧
、
不
過

一
両

五
銭

二
厘
零
、
且
不
須
男
加
窩
価
、
井
免
納
雑
費
。
是
以
、
獲
利
較
厚
於
正
課
、
縁
商
人
領
運
正
綱
引
張
、
除
完

課
之
外
、
所
有
利
息
、
是

伊

等
本
分
応
得
之
項
。
至
於
預
提
引
張
、
係
額
外
給
与
、
領
運
其
所
得
利
息
、
亦
係
額
外
羨
鯨
。
此
完
課
之
外
、
又
可
毎
引
完
緻
公
費
之
原

委

也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
両
淮

塩
の
正
引

(定
額
内
の
塩
引
)
の
場
合
、
正
雑
課
銀
二
両
六
銭
、
窩
価

一
両
を
税
と
し
て
官
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
に
対
し
て
、
預
提
塩
引
で
は
、
正
雑
銭
糧

一
両
五
銭
二
厘
を
納
入
す
る
の
み
で
よ
く
、
塩
引
を
預
提
し
た
場
合
に
は
、
正
引
に
比

べ
て
二
両

一
銭
四
分

一
厘
ほ
ど
の
利
益
が
余
分
に
塩
商
の
手
許
に
残
る
。
こ
の
利
益
は

「額
外
」

の
預
提
塩
引
か
ら
発
生
し
た

「
額
外
」
の

「羨
饒
」
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
余
分
の
利
益
を
塩
商

の
手
許

に
置
く
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
を
官

に
吸

い
上
げ
、
「公
費
」
と
し
て
塩

運
司
庫
に
プ
ー
ル
し
て
お

　
る

　

こ
う
と

い
う
の
が

「
余
利
銀
」
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
鹸
利
銀

の
徴
収
と
い
う
も
の
は
、
定
額
内
の
塩
引
に
賦
課
さ
れ
る
税
額
と
預
提
塩
引
に
賦

課
さ
れ
る
税
額
と
に
差
が
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て
、
地
方
所
在

の
財
政
官
庁
が
独
自
の

「
財
源
」
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
起
こ

っ
た
も

の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
預
提
塩
引
が

「額
外
給
与
」
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
税
額

の
差
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
経
済
の
動

き
自
体

が
流
動
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
清
朝

の
通
常

の
財
政
運
営
が
原
額
主
義
で
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
現
実
と

原
則
の
間
隙
に
お
い
て
起

こ
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
。

こ
の
地
方
所
在

の
財
政
衙
門
が
独
自
に

「
財
源
」
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
た
い
し
て
江
蘇
巡
撫
彰
宝
と
両
淮

塩
政
尤
抜
世
は

『宮
中
棺

乾
隆
朝

奏
摺
』
第
三

一
輯

一
〇
七
頁
、
乾
隆
三
三
年
六
月
二
〇
日
、
両
人
連
名
の
奏
摺
に
お
い
て
、

臣
等
伏
思
預
提
綱
引
、
商
人
既
成
本
少
而
獲
利
多
、
楽
於
源
源
領
運
。
其
願
緻
辮
公
之
項
、
倍
於
正
課
之
数
。
無
論
在
外
辮
公
、
断
不
需
如

此
繁
費
、
商
カ
所
産
、
即
出
自
民
脂
、
厘
毫
倶
属
国
努
。
当
日
奏
請
提
引
之
始
、
即
応
体
察
輿
情
、
其
絵
利
数
目
毎
引
願
緻
公
費
若
干
、
拠

実

奏
明
、
按
年
造
冊
報
錆
、
庶
無
欺
隠
。
乃
吉
慶
等
逓
年
奏
案
、
止
以
口
岸
旺
錆
壽
備
民
食
等
語
、
援
例
預
提
。
其
預
提
之
引
、
与
正
綱
之

引

、
商
人
獲
利
廻
別
。
如
何
派
引
辮
公
、
及
緻
価
備
用
、
並
不
奏
定
章
程
、
該
前
塩
政
等
居
心
実
不
可
問
。



と
い
い
、
人
民
か
ら
出
た
も

の
は
全
て
国
家

の
も
の
で
あ
る
と
い
う
原
則

の
上
に
立

ち
、
そ

の
点
か
ら
、
地
方
衙
門
に
お
い
て
勝
手
に
そ
れ
を
処
理
す
る
こ
と

の
み
を
問

題
に
し

て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
決
し
て
、
人
民
か
ら
余
分
の
搾
取
を
行
な

っ
た
と
い

う
こ
と

を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
観
点
は
、
ま
さ
に
、
当
時

の
王
朝

権
力
が
、
人
民
か
ら
税
を
徴
収
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
い
か
に
考
え
て
い
た
か

を
如
実

に
示
す
も
の
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

さ
て
、
預
提
塩
引

一
張
あ
た
り
の

「
余
利
銀
」
は
毎
年
同
額
で
あ

っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
表
2
に
示
し
た
と
お
り
、
二

・
○
両
か
ら
三

・
○
両
に
い
た
る
ま
で
種

々
存

　
ら

　

在
し
、
預
提
塩
引
総
額
四
四
三
万
三
四
七
張
を
対
象
に
し
て
総
計

一
〇
九
二
万
二
八

九
七
両
六
銭

の
余
利
銀

が
塩
運
司
庫
に
納
入
さ
れ
た
は
ず
で
あ

っ
た
。

　
さ

　

と
こ
ろ
が
第

一
節
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
余
利
銀

の
全
額
が
塩
運
司
庫
に
納
入

さ
れ
た

わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
三
〇
輯
六
六
四
頁
、
乾

隆
三
三
年
五
月
二
〇
日
、

(
両
淮
塩
政
)
尤
抜
世

の
奏
摺
に
、

上
年
丁
亥
綱
将
竣
、
普
福
奏
蒙
恩
准
、
預
提
戊
子
綱
引
目
准
南
引
二
十
万
道
、

准
北
綱
引
五
万
道
、
除
准
北
綱
引
、
数
少
、
分
給
各
商
領
運
、
向
不
留
存
辮
公
、

母
庸
置
議
外
、
所
有
准
南
綱
引
二
十
万
道
、
普
福
派
給
通
河
各
商
、
領
運
九
万
三
千
二
百
九
十
四
引
、
又
派
給
正
副
総
商
黄
源
徳
等
二
十
七

マ
マ

名

乾
隆
三
十
二
年
分
膏
火

一
万
四
千

一
引
、
絵
引
九
万
二
千
七
百
五
道
、
普
福
因
進
京
陛
見
、
未
及
分
派
、
運
使

趙
之
壁
護
理
塩
政
任
内
、

将
鯨
引
儘
数
派
給
総

・
散
各
商
、
分
領
配
運
、
以
免
綱
引
塞
滞
、
傍
令
各
商
毎
引
緻
銀
三
両
、
以
備
公
用
、
共
緻
貯
運
庫
銀
二
十
七
万
八
千

一
百
十
五
両
。
奴
才
二
月
十
六
日
+位
任
後
、
拠
運
使
詳
請
、
撲
還
上
年
起
解
潰
餉
脚
費
之
外
、
幕
貼
夫
価
不
敷
銀

三
千
六
百
九
十
両
零
。
又

遵
奉
恩
旨
、
詳
給
本
年
起
解
商
据
銀
両
、
赴
演
動
支
鞘
木

一
切
解
費

・
盤
纏
銀

一
万
八
百
五
十
三
両
零
。
又
補
給
漢

口
辮
理
錆
運
事
宜
、
総

商

三
十
二
年
分
盤
費

・
薪
水
銀

二
千
両
。
又
給
還
総
商
江
広
達
承
辮
乾
隆
三
十
年
奉
頒
御
書
碑
石
墨
刻
核
実
工
価
銀

一
千
七
百
二
十
八
両

表2乾 隆11年 ～32年 の余利銀総額

年号

乾隆

合計

年次

11～19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29～30

31～32

預提塩引額(引)

2,630,374

300,000

300,000

0

0

0

300,000

0

0

0

500,000

400,000

4,430,374

毎引値銀(両)

2.4

2.0

2.2

3.0

2.5

3。0

余利銀総額(両

6,312,897.6

600,000.0

660,000.0

0.0

0.0

0.0

900,000.0

0.0

0.0

0.0

1,250,000.0

1,200,000.0

10,922,897.6

【典拠】 『宮 中棺 乾隆朝奏摺』 第31輯pllO



零
。
又
給
還
各
総
商
承
辮
三
十
二
年
普
福
任
内
玉
器

・
古
玩
等
項
銀
六
万
四
千
九
百
十
三
両
零
。
又
給
還
総
商
程
謙

徳
承
辮
三
十
二
年
分
普
福
任
内
金
魚
及
鉦
具

・
人
工
等
項
銀
二
千
二
百
九
十
両
零
。
以
上
通
共
動
支
過
公
用
銀
八
万

五
千
四
百
七
十
六
両
零
。
其
絵

一
切
非
関
緊
要
之
工
程
等
雑
事
、
奴
才
概
不
准
於
此
項
動
支
。
現
在
浄
鯨
銀

一
十
九

万

二
千
六
百
三
十
八
両
零
。
伏
査
此
項
銀
両
、
若
留
存
運
庫
、
未
免
遇
事
支
錆
不
無
魔
費
。
理
合
将
支
用
鯨
存
各
数

分
晰
、
拠
実
奏
明
、
請
旨
、
応
否
将
此
項
絵
銀
、
附
解
内
府
、
交
福
隆
安
、
査
収
之
処
。

と
あ
り
、
乾
隆
三
三
年
五
月
二
〇
日
現
在
、
塩
運
司
庫
に
現
存
す
る
余
利
銀

は
、

一
九
万
二
六
三
八
両
の
み
で
あ

っ
た

。

そ
の
来
源
は
表
3
に
示
し
た
と
お
り
、
乾
隆
三
二
年

(
一
七
六
七
)

に
預
提
さ
れ
た
二
〇
万
引

に
た
い
し
て
両
淮

塩
運
使

趙
之
壁

が
二
七
万
八

一
一
五
両
の
余
利
銀

を
徴
収
し
、
そ
れ
か
ら
在
外
開
錆
分
八
万
五
四
七
六
両
を
差
し
引

い
た
残
り
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
尤
抜
世
は
そ
れ
を
内
務
府
に
納
入
し
よ
う
と
申
し
出
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
そ
の
前
年

の
乾
隆

三

一
年

(
一
七
六
六
)
に
同
様

に
処
理
し
た
余
利
銀

の
残
り

(表
3
中

の
三
二
年
⑦
　

一
〇
万
四
七
〇
四
両
)
を
普
福
が
内

　
フ

　

務
府
に
納
入
し
た
こ
と
に
倣

っ
た

の
も

の
で
あ
る
。

こ
の
表
3
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
余
利
銀

の
対
象
と
な
る
預
提
塩
引
中
か
ら
、
余
利
銀

を
納
入
し
な
い
塩
引

(表

3
中
の
③
)
が
除
外
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
徴
収
さ
れ
る
べ
き
余
利
銀

の
う
ち
い
か
ほ
ど

の
額
が
徴
収
さ
れ
、
ど

の
よ

う
に
費
消
さ
れ
た
か
が
問
題
と
な
る
。

3
余

利
銀
の
使
途

余
利
銀

の
使
途
に
つ
い
て
は

『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
三

一
輯

一
〇
七
頁
、
彰
宝

・
尤
抜
世
の
奏
摺
に
、

査
各
塩
政
、
将
預
提
引
張
、
散
給
商
人
後
、
各
該
商
、
或
因
代
購
貢
物
、
或
値
辮
理
差
務
、
或
籍
修
理
工
程
、
各
自

私
行
借
端
開
錆
、
従
未
按
引
緻
銀
、
登
有
棺
案
、
固
属
朦
混
不
清
、
且
其
開
錆
不
尽
之
数
、
各
塩
政
、
或
自
行
寛
免

以
作
奨
励
、
或
私
相
授
受
、
寛
行
侵
蝕
情
弊
、
不
可
枚
挙
。

表3余 利銀納入額

年度

31

32

塩政

普福

預提綱

丁亥

戊子

預提塩引数

①

250,000

250,000

余利銀対象分引

②

200,000

200,000

未銀分引

③

137,076

107,295

撤銀分引

②一③=④

62,924

92,705

収 銀

④×3ニ⑤

188,772

278,115

在外開鎗銀

⑥

84,076

85,476

除銀

⑤一⑥=⑦

104,704→ 内務府へ

192,638→ 内務府へ

【典拠】「宮中棺乾隆朝奏摺」第31輯plO7
*こ の表中の①預提塩引数と②余利銀対象分引に差があるのは両淮塩区の①に預提塩引数から、利益が少なく除利銀徴収の対象とならない准北塩区
分の五万引が除外されているため。



と
あ
り
、
塩
政
に
代
わ

っ
て
貢
物
を
買
い
付
け
る
、
あ
る
い
は

「差
務
」
を
処

理
す
る
、
修
理
工
程
等
を
名
目
に
し
て
塩
商
が
私
自

に
開
錆
し
て
い
る
、
な
ど

と
総
論

さ
れ
て
い
る
。
同
摺
に
は
、
こ
れ
に
引
き
つ
づ
い
て
各
総
商
か
ら
塩
政

に
納
入

さ
れ
た
余
利
銀

額
を
記
載
し
て
い
る
。
そ
れ
を
示
し
た
の
が
表
4
で
あ

る
。こ

れ
を
見
れ
ば
、
塩
政
が
、
各
総
商
に
た

い
し
て
預
提
塩
引
を
割
り
当
て
、

総
商
は
、
そ
れ
か
ら
得
ら
れ
る
余
利
銀

の

一
部
を
官
に
納
入
し
て
い
た
様
が
窺

わ
れ
る
。

ま
た

そ
の
後
段
に
は
、
表

5
に
示
し
た
よ
う
に
塩
商
が
塩
政
に
代
わ

っ
て
買

辮
し
た
物
品
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
余
利
銀

は
、
こ
れ
ら

の
高
価

な
装
飾

・
調
度
品
を
塩
政
に
代
わ

っ
て
塩
商
が
買

い
付
け
る
場
合
に
も

流
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
さ
に
、
官
僚
と
商
人
が
癒
着
す
る
構
造

を
如
実

に
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

つ
ま

り
余
利
銀

は
、
全
額
が
塩
運
司
庫

に

一
旦
納
入
さ
れ
て
そ
こ
か
ら
種
々

の
用
途

に
支
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
全
く
納
入
さ
れ
て
い
な

い
部
分
が
存
在

し
た
ほ
か
、
塩
政
に
代
わ

っ
て
物
品
を
購
入
す
る
な
ど
し
て
、

い
わ
ば

「帳
消

し
」
に
さ
れ
て
し
ま

っ
た
部
分
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
余
利
銀

は
、

そ
の
す

べ
て
が
塩
運
司
庫
を
経
由
し
て
正
当
な
手
続
き

に
し
た
が

っ
て
費
消
さ

れ
た
わ

け
で
は
な
く
、
塩
政
と
塩
商

(総
商
)
と

の
問
に
お

い
て
非
制
度
的
に

費
消
さ

れ
て
い
っ
た
も

の
も
含
む
の
で
あ
る
。

そ
れ

で
は
、
余
利
銀

が
ど
の
よ
う
に
費
消
さ
れ
た
と
最
終
的
に
認
定
さ
れ
た

の
で
あ

ろ
う
か
。
『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
三

一
輯
五
五
四
頁
、
乾
隆
三
三

表4各 商緻過余利銀両

年次

乾隆 25

25

30

29

商人名

五商

洪充実

洪充実

圧啓源ら(黄聚成の名義〉

塩政名

高恒

高恒

高恒

高恒

預提綱

辛巳綱

辛巳綱

丙戌綱

乙酉綱

預提引数

45,000

12,500

16,000

6,000

余利銀単価

3,0

3,0

2,5

余利銀総数

135,000

37,500

40,000

10,000

緻過銀両数

48,459

37,500

40,000

【典拠】 『宮 中棺 乾隆朝奏摺』 第31輯P107

表5商 人代辮物品

年次

乾隆 14

16

20

21

商人名

黄仁徳

程謙徳

程謙徳

程謙徳

塩政

吉慶

吉慶

吉慶

普福

代辮物品

紅宝石

徐茶

螺旬都盛盤

王怯i邸鼎櫨,螺 旬如意

個数

21塊

500瓶

9副

相当額(両)

1,3∞

750

930

320

【典拠 】『宮 中棺 乾隆朝奏摺』 第31輯P107



年
八
月

一
一
日
、
江
蘇
巡
撫
彰
宝

・
両
淮
塩
政
尤
抜
世
の
奏
摺
に
、

今
将
動
存
完
欠
各
細
数
、
通
盤
核
算
、
徹
底
清
厘
、
各
商
節
年
領
引
、
実
未
完
納
銀
六
百
二
十
五
万
三
千
五
百
八
十
四
両

一
銭
六
分
六
厘
。

と
あ
り

、
六
二
五
万
三
五
八
四
両
余
が
全
く
未
納

で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
表

6
に
示
し
た
よ
う
に
以
下
の
使
途
を
列
挙
し
て
い
る
。

表
6
に
示
し
た
よ
う

に
、
①
未
完
納
銀
は
六
二
五
万
三
五
八
四
両

一
銭
六
分
六
厘
で
あ
り
、
総
額

一
〇
九
二
万
二
八
九
七
両
六
銭
に
対
し
て
五

七

・
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
こ
の
部
分
は
、
字
義
か
ら
見
れ
ば
、
塩
商
が

「
い
ま
だ
納
入
し
て
い
な
い
銀
」
で
あ
る
が
、
事
実
上
、
私
得
し

て
し
ま

っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
私
得
す
る
つ
も
り
で
あ

っ
た
可
能
性
が
強

い
部
分
で
あ
る
。

つ
ま
り
預
提
塩
引
か
ら
余

分
に
得
ら
れ
る
収
入
の
う

ち
半
分

以
上
が
塩
商

の
懐
に
入

っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
以
外
の
部
分
は
六
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
塩
商
が
私
自
に
開
錆
し
て
し
ま

っ
た
部
分
が
あ
り
、
②
で
示
し
た
部
分
が
そ
れ
に
当
た
る
。

こ
の
奏

摺
で
は
①
未
完
納
銀
と
と
も
に
各
塩
商
が
賠
償
す
べ
き
項
目
と
さ
れ
て
い
る
。
③

で
示
し
た
項
目
は
、
塩
商
が
塩
政
吉
慶

・
普
福

・
高
恒

に
代
わ

っ
て
貢
物
を
購
入
す
る
こ
と
に
と
も
な

っ
て
費
消
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
そ
の
中
の

「各
商
交
付
高
恒
家
人
張

文
学
及
顧
蓼
懐
等
経
収
各

項
銀
」

と
は
貢
物
を
購
入
す
る
際
に
仲
介
し
た
家
人
張
文
学
と
顧
蓼
懐
に
わ
た

っ
た
銀
を
指
し
て
い
る
。
次
の
④
と
⑤

は
正
当
な
用
途
に
開
錆
さ

れ
た
部
分
で
あ
る
。
④
は
他
の
衙
門
に
解
交
済
み
の
項
目
で
あ
り
、
「乾
隆
三

一
年
普
福
解
交
内
務
府
銀
六
万
九
二
七
七
両
八
銭

一
分
三
厘
」
と

「抵
換

金
銀
牌
錬
銀
三
万
五
四
二
六
両
六
銭
」
は
合
計

一
〇
万
四
七
〇
四
両
余
と
な
り
、
前
項

「
2
余
利
銀

の
存
貯

」
に
お
い
て
既
述
し
た
、

乾
隆
三

一
年
に
普
福
が
内
務
府
に
解
交
し
た
余
利
銀

と
同

一
の
銀
両
を
指
す
。
そ
れ
に
た

い
し
て
⑤
は
塩
政
普
福
が
、
施
設
の
建
造

・
修
理
、
輸

送
費
支

給
等
の
正
当
な
用
途
に
流
用
し
た
項
目
で
あ
る
。
⑥
は
現
在
塩
運
司
庫
内
に
現
存
す
る
銀
両
で
あ
り
、
趙
之
壁
が
塩
商
か
ら
徴
収
し
、
尤

抜
世
が
内
務
府
に
解
送
し
よ
う
と
申
し
出
た

一
九
万
二
六
三
八
両
四
銭
二
分
五
厘
の
ほ
か
、
塩
船
牽
引
用
の
通
路
を
修

理
し
な
が
ら
未
給
で
あ

っ

た
修
理
費
分
の
銀
両
、
お
よ
び
普
福
が
塩
商
に
貢
物
を
代
辮
さ
せ
て
お
き
な
が
ら
代
価
を
支
払

っ
て
い
な
か

っ
た
銀
両
を
含
ん
で
い
る
。
最
後
に

　
　

　

掲
げ
た
⑦
の
う
ち

一
項
は
塩
政
普
福
が
塩
運
司
庫
か
ら
取
り
上
げ
た
銀
両

で
あ
り
、
い
ま

一
項
は
、
塩
運
使
盧
見
曽
が
塩
商
か
ら
骨
董
品
を
購
入

し
な
が
ら
代
金
を
支
払

っ
て
い
な
か

っ
た
分

の
銀
両
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
総
額

一
〇
九
二
万
二
八
九
七
両
六
銭
の
余
利
銀

の
う
ち
、
正
当

に
処
理
さ
れ
た
と
認
定
さ
れ
う
る
の
は
④

⑤
⑥
の
部
分
の
み
で
あ

っ



表6余 利銀の使途

項 目

①未完納銀

②総商籍称辛力膏火銀

②楚商濫支膏火銀

②総商代塩政購辮器物浮開銀

②各商辮差動用銀

②各商辮差冒開銀

小計(商人名下共応補完銀)

③各商代塩政購辮器物作価銀

③各商交付高恒家人張文学及顧蓼壊等経収各項銀

③各商代高恒辮倣檀梨器物銀

小計

(IX2>合 計

④乾隆29年擾解江寧協済差案銀

④乾隆31年普福解交内務府銀

④乾隆31年普福抵換金銀牌課銀

⑤ 普福修葺恵済祠・城陛廟、挑江修井、添設救火器具、収養窮民房舎、及運装修等項

⑤普福動用起解愼餉幣貼夫価 ・鞘木 ・盤纏及墨刻工価等銀

小計(例得開除銀)

⑥普福佑修三汲河至儀徴縫路未給銀

⑥趙之壁収貯商人完緻引価銀

⑥普福託商購買古玩等物未給銀

小計(現貯在庫帰款銀)

(4×5冶・計

⑦普福向運庫支取丁亥綱銀

⑦盧見曾禁得商人代辮古玩銀

(3×6×7×8>総計

金 額 (両)

6,253,584.166

703,602.0

2,000.0

160,687.Ol3

1,482,698.8

667,976.8

9,270,548.779(1

576,792.821

207,887.856

86,540.144

871,220.821(2

10,141,769.6(3

300,000.0

69,277.813

35,426.6

40,792.996

16,272.516

461,769.925(4

423.152

192,638.425

67,204.059

260,265.636(5

722,035。561(6

42,851.439(7

16,241.0(8

10,922,897.6

【典拠】 『宮 中棺乾 隆朝 奏摺』第31輯p554



て
、
そ

の
額
は
表
中

の
ω
+
㈲
11
七
二
万
二
〇
三
五
両
五
銭
六
分

一
厘
で
あ

っ
た
。

表
6
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
不
当
な
費
消
と
認
定
さ
れ
た
も

の
の
多
く
が

「辮
差
」
と

「
代
辮
器
物
」
を
契
機
と

し
て
費
消
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ

る
。
②

に
含
ま
れ
る

「総
商
代
塩
政
購
辮
器
物
浮
開
銀

一
六
万
〇
六
八
七
両

一
分
三
厘
」、
「各
商
辮
差
動
用
銀

一
四
八
万
二
六
九
八
両
八

銭
」
、
「
辮
差
冒
開
銀
六
六
万
七
九
七
六
両
八
銭
」
お
よ
び
③

に
含
ま
れ
る

「各
商
代
塩
政
購
辮
器
物
作
価
銀
五
七
万

六
七
九
二
両
八
銭
二
分

一

厘
」
、
「各
商
交
付
高
恒
家
人
張
文
学
及
顧
蓼
懐
等
経
収
各
項
銀
二
〇
万
七
八
八
七
両
八
銭
五
分
六
厘
」
「各
商
代
高
恒
辮
倣
檀
梨
器
物
銀
八
万
六

五
四
〇
両

一
銭
四
分
四
厘
」
が
そ
れ
に
当
た
る
が
、
こ
れ
ら
は
合
計
三

一
八
万
二
五
八
三
両
四
銭
三
分
四
厘
に
の
ぼ
り
、
余
利
銀

総
額

一
〇
九
二

万
二
八
九
七
両
六
銭

の
二
九

・
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
「①
未
完
納
銀
」
を
除
く
、
使
途
が
提
示
さ
れ
て
い
る
金
額
合
計
四
六
六
万
九
三

=
二

両
四
銭

四
分
に
た

い
し
て
は
実
に
そ
の
六
八

・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う

「
辮
差
」
と
は

「辮
理
差
務
」
の
略
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第

一
六
輯
三

一
五
頁
、
乾
隆
二

一

年

一
二
月

=

一日
、

(
両
淮
塩
政
)
普
福
の
奏
摺
に
、

至

干
預
備
明
春
差
務
、
奴
才
惟
有
事
事
凛
遵
聖
訓
、
敬
慎
辮
理
各
処
行
宮

・
名
勝
工
程
、
亦
皆
陸
続
竣
事
。
奴
才
現
往
金

・
焦

・
鎮
江
等
処
、

査
看

一
切
所
有
連
得
瑞
雪
情
形
、
合
併
恭
摺
奏
聞
。

と
あ
り
、
「明
春
」
　

乾
隆
二
二
年

の
春
に
備
え
る
差
務
が
各
処

の
行
宮

・
名
勝
の
工
事

で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
乾
隆

二
二
年
春
と
は

乾
隆
帝

の
二
回
目
の
南
巡
が
行
な
わ
れ
た
時
で
あ
る
の
で
、
両
潅
塩
政
が
関
わ
る

「差
務
の
辮
理
」
と
は
乾
隆
帝

の
南

巡
に
と
も
な
う
各
施
設

の

工
事
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に

『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
二
三
輯
六

一
頁
、
乾
隆
二
九
年

一
〇
月
二
六
日
、
両
淮

塩
政
高
恒
の
奏
摺
に

は
、

恭
照
欽
奉
諭
旨
、
着
伝
諭
尹
継
善

・
高
恒
、
於
魯
家
荘
地
方
、
酌
添
行
宮
、
或
動
賞
給
辮
差
絵
銀
、
或
用
高
恒
所

奏
准
商
等
情
願
修
理
行
宮

之
項
、
量
葺
数
間
程
靖
、
既
属
適
均
行
営
倍
多
便
益
。
但
不
必
過
於
増
飾
、
致
滋
魔
費
、
欽
此
欽
遵
。
…
…
中
略

…
…
准
商
修
理
行
宮
之
費
、

井
拠
酌
定
規
模
、
及
尹
継
善

自
蘇
回
京
口
、
奴
才
前
往
面
商
、
尚
有
需
用
稟
椅
鋪
蟄
、
傍
委
塩
属
人
員
備
辮
、
随

将
縁
由
、
会
同
恭
摺
奏
聞
。



…
…
中
略
…
…
所
有
准
商
原
交
修
理
行
宮
銀
八
万
両
、
並
未
動
用
。
奴
才
伍
於
明
春
面
請
聖
訓
解
交
。

と
あ
り
、
乾
隆
三
〇
年
春
に
行
な
わ
れ
た
四
度
目
の
南
巡
に
先
だ

っ
て
行
宮
を
修
理
す
る
費
用
を
両
淮

の
塩
商
が
掲
納

し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

ま
た

、
塩
商
が
塩
政
に
代
わ

っ
て
買
辮
し
た
器
物
と
は
先
に
引
用
し
た

『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
三

一
輯

一
〇
七
頁
所
収

の
彰
宝

・
尤
抜
世

の
奏
摺

に
は

「代
購
貢
物
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
皇
帝

へ
献
上
す
る
た
め
の
も

の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

『清
高
宗
実
録
』
の
中
で
も
、

両
淮

塩
引
案
が
発
覚
し
た
直
後
に
乾
隆
帝
が
塩
商
ら
を
追
及
し
て

(乾
隆
三
三
年
六
月
辛
巳

(二
五
日
)
の
条
)、

朕

屡
次
巡
幸
江
南
、

一
切
行
宮

・
道
路
諸
費
、
倶
係
官
為
経
理
、
練
毫
不
累
閻
閻
。
惟
両
淮

坐
落
陳
設
等
事
、
向
係
商
人
承
辮
。
難
伊
等
情

申
報
効
、
分
所
当
然
、
朕
尚
以
其
掲
賞
急
公
、
微
労
宜
録
、
是
以
、
畳
次
加
賞
職
街
、
賓
予
至
為
優
渥
。
今
閲
彰
宝
所
奏
、
則
該
商
人
等
、

一
切
辮
公
物
件
、
均
於
応
交
官
項
内
動
支
。
是
不
但
不
応
加
恩
、
井
当
査
明
治
罪
。
所
有
従
前
賞
給
奉
震
苑
卿
街
之
黄
源
徳

・
徐
尚
志

・
王

履
泰
、
布
政
使
街
之
江
広
達
、
按
察
使
街
之
程
謙
徳

・
江
啓
源
、
均
著
去
職
街
、
交
与
彰
宝
厳
切
根
究
、
務
得
実
情
。

と
述
べ
て
、
塩
商
た
ち
が
南
巡
の
際
に

「坐
落
陳
設
」

(
　装
飾
品
を
設
置
す
る
)
等

の
こ
と
を
自
ら
の
寄
付
と
し
て
請
け
負
う
と
し
て
お
き
な

が
ら
、

そ
の
実
、
不
正
に
貯
積
し
た
塩

の
専
売
収
入
か
ら
支
出
し
て
い
た
こ
と
を

一
番
の
罪
状
と
し
て
挙
げ
、
余
利
銀

が
南
巡
の
た
め
に
多
く
支

出
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
乾
隆
帝
自
身
も
認
め
て
い
る
。
実
際
に
徴
収
さ
れ
、
存
貯
さ
れ
た
余
利
銀

の
か
な
り
多
く
の
部
分
が
乾
隆
帝
の
南
巡
を
契

…機
と
し
て
費
や
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
節

で
は

「
余
利
銀
」
に

つ
い
て
検
討
し
た
。
こ
れ
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う

に
な
る
。

乾
隆
前
期

に
お
け
る
経
済

の
発
展
を
反
映
し
て
両
淮

行
塩
区
の
塩
務
行
政
は
頗
る
順
調
で
、
定
額
内
の
塩
引
は
不
足
を
来
た
し
た
が
、
清
朝
は

預
提
塩
引

の
発
行
に
よ

っ
て
こ
の
不
足
を
補

っ
た
。
預
提
塩
引
は
定
額
内
の
正
引
に
比
べ
て
、
塩
商

の
手
に
残
る
利
益

が
大
き
く
、
塩
政
と
塩
商

は
、
清
朝
中
央
政
府
に
隠
し
て
、
そ
の
差
額
の

一
部
を
額
外
収
入
と
し
て
自
ら
の
手
許
に
収
め
、
残
り
の

一
部
を

「
余
利
銀
」
と
し
て
塩
運
司
庫

に
プ
ー
ル
し
、
公
費
の
支
出
に
あ
て
る
こ
と
と
し
た
。
乾
隆
帝
の
南
巡
に
際
し
、
塩
商
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
た
多
額
の
揖
納

(種

々
の
建
築
を
含



む
)
は
、
こ
う
し
て
徴
収
さ
れ
た
余
利
銀

の
中
か
ら
支
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
揚
州
の
塩
商
は
莫
大
な
財
産
を
持

っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、

そ
れ
は
、
余
利
銀

の
よ
う
な
額
外
収
入
が
あ

っ
た
が
ゆ
え
で
あ
る
。
し
か
も
、
皇
帝
の
南
巡
な
ど
と

い
う
不
時
で
し
か
も
莫
大
な
支
出
に
た

い
し

て
は
自

由
に
な
る
資
金
が
予
想
外
に
少
な
く
、
預
提
塩
引
か
ら
得
ら
れ
る
余
利
銀

を
そ
れ
に
当
て
る
な
ど
の
操
作
を
経

て
、
掲
納

の
財
源
を

い
わ

ば

「捻

出
」
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う

し
た
掲
納

の
出
所
を
知
ら
な
か

っ
た
乾
隆
帝
は
塩
商
に
た

い
し
て
官
街
を
賜
与
し
、
そ
の
功
績

に
報

い
た
が
、

こ
れ
は
指
納
に
よ

っ
て
乾

隆
帝
が
喜
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
ま
さ
に
、
両
淮

の
塩
政
と
塩
商
は
、
預
提
塩
引
を
契
機
と
す
る
額
外
の
収
入
か
ら
、
銀
を
私
腹
し
て
直
接

的
に
利

益
を
得
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
掲
納
を
行
な
う
こ
と
に
よ

っ
て
自
ら
の
腹
を
痛
め
ず
に
皇
帝

の
歓
心
を
買
う
と

い
う
間
接
的
な
利
益
を
得

る
こ
と
に
成
功
し
た
　

結
局
は
露
見
し
て

一
時
的
な
も

の
に
終
わ

っ
た
と
い
え
　

と
も
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第

一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

皇
帝
個

人
と
密
接
な
関
係
を
持

つ
べ
き
塩
政
に
は
特
に
重
要
な
こ
と
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
官
僚
に
よ
る
資
金
の
貸
付

第
三
節
で
は
、
塩
引
を
預
提
を
契
機
に
し
て
独
自

の

「財
源
」
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
塩
政
と
塩
商

の
癒
着
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
官
僚
と
塩

　
　

　

商
の
癒
着
は
、
こ
れ
以
外
に
も
、
営
運
生
息
銀

の
貸
借
を
契
機
と
し
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
塩
政
を
運
営
し

て
い
く
資
金

の
ほ
か
に
種

々
の
掲
納
を
求
め
ら
れ
る
塩
商
は
、
予
想
外
に
資
金

に
不
足
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
、
他
方
面
か
ら
借
り
入
れ

る
資
金

で
補
お
う
と
す
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
例
え
ば

『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
二
二
輯
七
八

一
頁
、
両
淮

塩
政
高
恒
に
、

査

運
庫
、
近
拠
江
西
塩
道
解
到
該
道
庫
内
節
年
積
存
塩
規

・
引
費
銀
八
万
七
千
七
百
饒
両
、
先
経
奏
明
、
将
来
同
甲
申
綱
収
銀

一
併
奏
解
内

庫

充
公
之
項
、
請
即
於
此
内
擬
出
七
万
両
、
共
合
原
本
十
三
万
二
千
両
、
其
中
除
遵
照
将
歩
軍
統
領
衙
門
本
銀
二
万
両
解
交
外
、
実
存
銀
十

一
万
二
千
両
、
応
請
奏
明
給
商
、
早
為
領
運
緻
息
。

と
あ
り
、
両
淮

塩
運
司
庫

の
余
剰
金
を
塩
商
に
貸
し
与
え
て
運
用
し
、
そ
の
利
息
を
官
庁

の
資
金
に
当
て
て
い
る
例
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ

　
り

　

の
衙
門
に
利
益
が
あ
る
と
と
も
に
、
資
金
の
提
供
を
受
け
る
塩
商

に
と

っ
て
も
有
利
な
も

の
で
あ

っ
た
。



と
あ
り
、
乾
隆
二
四

・
二
九

・
三
〇
年

の
三
度
に
わ
た
り
、
洪
肇
根

・
江
蕪
両
名

の
塩
商
が
、
総
計
三
万

一
〇
〇
〇
両

の
銀
を
月
利

一
分
な
い
し

そ
の
上
さ
ら
に
、
塩
商
が
、
官
僚
か
ら
の
資
金

の
借
入
れ
を
行
な
う
場
合
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
「
両
淮
塩
引
案
」

と
い
う
事
件
中
に
お

い
て
、

　ユ

　ヨ

塩
商
に
よ
る
官
僚
か
ら
の
資
金
の
借
入
れ
は
、
両
淮

塩
運
使
盧
見
曽
、
お
よ
び
楊
重
英
の
財
産
調
査
に
付
随
し
て
判
明

し
て
い
る
。

ま
ず

盧
見
曽
が
塩
商

に
対
し
て
行
な

っ
た
資
金

の
貸
し
付
け
に
つ
い
て
は

『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
三

一
輯
二
九

二
頁
、
乾
隆
三
三
年
七
月

一
〇
日
、
江
蘇
巡
撫
彰
宝

の
奏
摺
に
、

拠

署
運
司
眺
成
烈

・
常
鎮
道
図
思
徳

・
揚
州
府
知
府
楊
魁
等
稟
称
、
拠
商
人
程
永
益
之
子
程
樹
首
報
、
乾
隆
二
十

四
年
十
月
内
、
伊
父
程
永

益
存
日
、
立
券
借
盧
見
曽
銀
五
千
両
、
按
月

一
分
起
息
、
共
付
過
利
銀
四
千
五
十
両
、
算
至
本
年
七
月
止
、
尚
該

利
銀

一
千
三
百
五
十
両
、

連

本
銀
共
存
銀
六
千
三
百
五
十
両
。
又
拠
商
人
張
扶
青
、
即
張
瑞
昌
首
報
、
乾
隆
二
十
八
年
正
月
内
、
立
券
借
盧

見
曽
之
子
盧
叔
譜
本
銀
五

千

両
、
毎
月

一
分
起
息
、
三
十
二
年
七
月
還
過
本
銀

一
千
両
、
井
還
過
利
息
外
、
現
今
共
欠
本
利
銀
四
千
六
百
三
十
両
。

と
あ
り
、
塩
商
程
永
益
が
乾
隆
二
四
年

(
一
七
五
九
)

一
〇
月
に
月
利

一
分
で
銀
五
〇
〇
〇
両
を
盧
見
曽
か
ら
借
り
受

け
、
さ
ら
に
塩
商
張
瑞
昌

が
乾
隆

二
八
年

(
一
七
六
三
)
正
月
に
月
利

一
分
で
銀
五
〇
〇
〇
両
を
盧
見
曽
の
子
盧
叔
譜
か
ら
借
り
受
け
て
い
る
。

楊
重

英
が
塩
商
に
対
し
て
行
な

っ
た
貸
し
付
け
は
さ
ら
に
大
き
く
、
『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
三

一
輯
二
九
二
頁
、
乾
隆
三
三
年
七
月

一
〇

日
、
江
蘇
巡
撫
彰
宝

の
奏
摺
に
、

拠
商
人
洪
肇
根
首
稟
、
楊
重
英
於
乾
隆
二
十
四
年

・
二
十
九
年
、
先
後
託
交
営
運
銀

一
万

一
千
両
。
拠
商
人
江
蕪
首
稟
、
楊
重
英
於
乾
隆
二

十
九
年

・
三
十
年
、
先
後
託
交
営
運
銀

二
万
両
…
…
中
略
…
…
拠
洪
肇
根

・
注
煮
供
称
、
楊
重
英
託
交
商
等
代
為
営
運
銀
両
、
有

一
分
五
厘

起
息
者
、
有
止
係

一
分
起
息
者
。
乾
隆
三
十

一
年
歳
底
止
、
応
得
利
息
銀
両
、
業
経
楊
重
英
支
取
詑
。
自
三
十
二
年
正
月
起
、
至
本
年
六
月

底
止
、
商
人
洪
肇
根
名
下
該
利
銀
二
千
五
百
両
、
連
本
共
存
銀

一
万
三
千
五
百
両
、
商
人
圧
蕪
名
下
該
利
銀
三
千
八
百
両
連
本
共
存
銀
二
万

三
千
八
百
両
、
二
共
本
利
銀
三
万
七
千
三
百
両
、
商
人
等
、
即
可
緻
斉
上
庫
。
此
外
並
無
隠
匿
。



伏
査
楊
重
英
、
初
任
通
州
通
判
、
至
乾
隆
十
九
年
閏
四
月
、
陞
授
監
製
同
知
、
至
乾
隆
二
十
五
年
六
月
卸
事
、
計
在
監
攣
任
内
、
六
年
有
絵
。

伊
交
卸
監
製
同
知
印
務
後
、
経
塩
政
高
恒
奏
准
、
留
於
両
淮

辮
差
。
於
乾
隆
二
十
七
年
二
月
奉
旨
、
補
授
揚
州
府
知
府
、
在
任
三
年
、
及
陞

任
道
司
、
又
約

一
載
。
伊
在
両
淮

服
官
最
久
、
塩
政
吉
慶

・
高
恒

・
普
福
、
皆
為
統
轄
上
司
相
待
倶
好
。
其
監
製
任
内
之
本
官
運
司
、
惟
盧

見
曽

一
人
。
縁
盧
見
曽
、
係
乾
隆
十
八
年
到
任
、
至
二
十
七
年
九
月
卸
事
、
楊
重
英
与
盧
見
曽
、
上
下
同
官

一
気
十
載
、
逢
迎
結
納
、
朋
比

営
私
、
誠
如
聖
諭
、
実
情
理
所
必
有
。
今
臣
等
伝
斉
商
衆
研
訊
、
該
商
等
如
何
与
楊
重
英
親
近
交
好
、
楊
重
英
如
何
串
通
結
納
、
得
以
従
中

獲
利
甚
多
。
拠
各
商
供
称
、
乾
隆
二
十

一
年
及
二
十
五

・
六
年
辮
理
差
務
工
程
、
高
恒

・
普
福
倶
委
楊
重
英
督
辮
査
験
。
楊
重
英
故
意
ヨ
難
、

毎

将
蓋
就
房
屋
、
及
砺
就
山
石
、
逼
勒
折
殿
改
移
、
該
商
等
既
慮
多
費
、
又
恐
起
造
不
及
、
皆
醜
送
銀
両
、
方
肯
収
工
。
拠
該
商
呉
裕
大
等

開
出
、
二
十

一
年
分
共
送
銀
六
千
七
百
両
、
二
十
五
年
分
共
送
銀
五
千

一
百
両
、
二
十
六
年
分
共
送
銀
七
千

一
百
両
、
通
共
被
勒
銀

一
万
八

千
九
百
両
。
又
拠
各
商
供
称
、
楊
重
英
係
吉
慶
喜
悦
保
陞
監
製
同
知
。
乾
隆
二
十
年
普
福
到
任
後
、
待
他
固
好
、
及
二
十
二

二
二
年
高
恒
任

内
、
楊
重
英
更
有
瞼
面
、
侍
勢
妄
作
、
毎
事
捜
求
、
商
人
梱
塩

・
装
入
、
江
船
守
候

・
封
引
、
楊
重
英
毎
故
意
不
発
、
難
遇
順
風
、
不
得
開

船
。
若
耽
摺
違
限
、
又
要
究
処
、
各
商
催
伊
留
難

・
恐
嚇
、
自
十
九
年
起
、
至
二
十
三
年
止
、
商
人
畢
起
新
等
、
陸
続
送
銀

一
万
六
千
二
百

両
。
臣
等
詰
其
送
銀
年
月
及
何
人
過
付
、
拠
該
商
等
供
称
、
皆
係
楊
重
英
授
意
、
必
令
各
商
自
行
面
交
、
方
肯
接
受
。
商
等
或
借
辮
工
請
示
、

或
借
公
事
進
見
之
時
、
各
自
携
帯
面
交
。
惟
伊
近
身
家
人
経
見
、
並
無
外
人
過
付
。
商
等
亦
不
敢
声
張
、
所
以
屡
被
勒
索
、
未
致
敗
露
。

一
分
五
厘
で
楊
重
英
か
ら
借
り
受
け
て
い
る
。

こ
の
楊
重
英

の
貸
付
金
の
出
所
に
つ
い
て
は
、
『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
三

一
輯
四
二
六
頁
、
乾
隆
三
三
年
七
月

二
六
日
、
江
蘇
巡
撫
彰
宝

・
両
淮
塩
政
尤
抜
世
連
名
の
奏
摺
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

こ
こ

に
は
楊
重
英
が
商
人
か
ら
銀
両
を
搾
取
す
る
様
が
具
体
的
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
楊
重
英
は
、
塩
政
吉
慶

・
高
恒

・

普
福
お
よ
び
塩
運
使
盧
見
曽
ら
各
上
官
の
信
任
と
自
ら
の
職
務
権
限
を
本
と
し
て
、
塩
商
が
請
け
負

っ
た
乾
隆
帝

の
南
巡
を
応
接
す
る
各
施
設

の

　
お

　

建
造
や
塩
輸
送
に
と
も
な
う
諸
検
査
な
ど

の
際
に
塩
商
か
ら
多
額
の
銀
両
を
搾
取
し
、
そ
れ
を
資
本
と
し
て
、
塩
商
に
対
し
て
資
金

の
貸
付
を
行

な

っ
た

の
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
て
塩
商
か
ら
巻
き
上
げ
た
金
を
、
ま
た
塩
商

に
貸
す
と
い
う
資
金
貸
付
は
、
官
僚

の
利
殖
と

い
う
点

に
お

い
て
ま



さ
に
都

合
の
よ

い
も

の
で
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
。

一
方
、
塩
商
か
ら
見
た
場
合
、
搾
取
が
全
く
な
け
れ
ば
資
金

の
余
剰
を
生
ん
だ
か
も
し
れ
ず
、

搾
取
と

い
う
も
の
は
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
解
釈
も
当
然
成
り
立

つ
が
、
し
か
し
、
官
僚
が
種

々
の
権
限
を
有
す
る
当
時

の
状
況
下
で
事
業
を

問
題
な

く
推
進
し
て
い
こ
う
ー

あ
る
い
は
、
よ
り
有
利
に
仕
事
を
運
ぼ
う
l
l
と
す
れ
ば
、
官
僚
の
歓
心
を
買
う
必
要
が
あ
り
、
こ
う
し
た
搾

取
は
避

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
も
あ

っ
た
。
こ
う
し
て
、
搾
取
は
塩
商
の
資
金

の
不
足
を
招
き
、
ま
た
塩
商
は
官
僚
か
ら
資
金
を
借
り
て

そ
れ
を
補
填
す
る
と

い
う
悪
循
環
を
呼
ぶ
の
で
あ

っ
た
。
ま
さ
に
官
と
塩
商
と
の
微
妙
な
癒
着

の
関
係
が
表
さ
れ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。

お

わ

り

に

乾
隆

三
三
年

に
揚
州
で
発
覚
し
た
両
淮

塩
引
案
と
い
う
事
件
は
、
預
提
塩
引
と
い
う
額
外

の
塩
引
を
発
行
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
発
生
し
た

疑
獄
事
件
で
あ

っ
た
。
こ
の
塩
引
の
額
外
発
行
　
預
提
は
、
乾
隆
前
期

の
両
淮
行
塩
区
に
お
い
て
塩
法
の
運
営
が
順
調

に
行
な
わ
れ
、
定
額
内
の

塩
引
で
は
塩

の
専
売
を
ま
か
な

い
切
れ
な
い
と

い
う
現
状
を
打
開
す
る
、

い
わ
ば
窮
通
の
策
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
ま
さ

に
乾
隆
前
期
の
経
済
発
展

の
ゆ
え

に
引
き
起
こ
さ
れ
た
現
象
で
あ
り
、
経
済
動
向

の
流
動
性
と
、
原
額
主
義
に
よ
る
国
家
財
政
の
運
営
と
の
間
に
お
こ
る
矛
盾
を
こ
う

い
う

形
で
解
消
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

っ
た
。

塩
引

の
預
提
自
身
に
は
何
ら
問
題
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
塩
引
を
預
提
し
た
場
合
、
額
内

の
塩
引
を
発
行
し
た
場
合
に
比
較
し
て
、
毎
引
二

両
か
ら
三
両
の
余
分
の
利
益
が
塩
商

の
手
許
に
残
る
こ
と
と
な

っ
た
。
両
淮

塩
政
と
両
淮

の
塩
商
は
、
こ
れ
を
プ
ー
ル
し
て
お
き
、
そ
れ
を
乾
隆

帝
の
南

巡
な
ど
の
事
業
に
と
も
な
う
措
納
に
振
り
あ
て
て
乾
隆
帝

の
歓
心
を
買

い
、
な
お
残
余
が
あ

っ
た
場
合
、
内
務
府
に
解
交
す
る
な
ど
し
て

処
理
し
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
資
金

の
備
蓄
は
清
朝
中
央
政
府

の
裁
可
を
経
ず
、
ま
た
、
使
途

の
不
明
な
部
分
も
膨
大

に
存
在
し
た
た
め
に
、
そ

の
こ
と

を
問
題
視
さ
れ
て
追
及
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う

し
た
事
件
の
捜
査
か
ら
官
僚
と
塩
商
の
癒
着

の
関
係
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
皇
帝

の
南
巡
な
ど
と

い
う
不
時
の
財
政
支
出
に
際
し
て
、
塩

商
は
掲
納
を
行
な

っ
た
が
、
そ
の
実
、
純
然
た
る

「据
納
」
で
は
な
く
、
預
提
塩
引
と

い
う
額
外

の
塩
引
発
行
を
契
機
と
す
る
額
外
収
入
を
財
源

と
し
、

そ
の

一
部
を
流
用
し
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
操
作
に
よ

っ
て
、
塩
政

・
塩
商
は
自
ら
の
懐
を
痛
め
る
こ
と

な
し
に
皇
帝
の
歓
心
を
買

う
こ
と

が
出
来
た
の
で
あ
る
。
余
利
銀

と

い
う

「
掲
納
」
の
た
め
の
特
別
な
資
金
を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
背
景

に
は
、
通
常

の
収
入



で
は
、
塩
商
が
資
金
に
不
足
し
て
い
た
と

い
う
事
情
が
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
塩
商

の
自
己
資
金

の
不
足
は
、
官
衙
お
よ
び
官
僚
か
ら
資
金
を
借
り

受
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
補
填
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
よ

っ
て
官
僚
と
塩
商
の
癒
着
を
な
お

一
層
強
め
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

塩
引

の
預
提
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
事
件
の
発
覚
に
い
た
る
ま
で
二
〇
余
年

の
長
期
を
要
し
た
背
景
に
は
、
乾
隆
年
間
に
い
た

っ
て
両
淮

塩
政
の

任
期
が
長
期
化
し
、
し
か
も
そ
れ
が
特
定
の
満
州
人
の

一
族

(内
務
府
系
統

の
満
州
人
)
に
よ

っ
て
占
め
ら
れ
る
傾
向

が
強
ま
り
、
地
方
に
派
遣

　け
　

さ
れ
た
官
僚
の

「不
正
」
が
露
見
し
に
く
く
な

っ
た
、
と

い
う
事
情
が
存
在
す
る
。
塩
政
と
機
能
が
類
似
す
る
規
模
の
大
き
な
常
関
の
監
督
の
派

遣
に
も

同
様

の
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
示
す
裏

に
は
、
か
か
る
流
動
的
な
経
済
を
管
理
す
る
官
僚

の
ポ
ス
ト
を
皇
帝
個
人
と

関
係
の
深
い
内
務
府
系
満
州
人
官
僚
に
任
せ
る
べ
き

で
あ
る
と

い
う
方
針

の
存
在
が
窺
わ
れ
る

(そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
こ
う
し
た
官
僚
は
皇
帝

個
人
の
歓
心
を
買

い
、
そ
の
結
び

つ
き
を

一
層
強
め
よ
う
と
す
る
)

一
方
で
、
複
雑
化
す
る
塩
政
の
業
務
ー

そ
の
業
務

の
中
に
は
本
来

の
塩
専

売
を
運
営
す
る
業
務
以
外

に
不
時

の
財
政
支
出
に
際
し
て
塩
商
か
ら
損
納
を
引
き
出
す
こ
と
ま
で
含
ま
れ
る
ー

を
支
障
な
く
運
営
し
て
い
く
た

め
に
は
、
あ
る
程
度
熟
練
し
た
官
僚

の
手
腕
が
必
要

で
あ

っ
た
こ
と
も

一
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
故
に
、
官
僚
と
塩
商
の
癒

着
構
造

の
中
で
中
央
政
府

の
把
握
し
き
れ
な

い
資
金
を
存
貯
す
る
こ
と
が
可
能

に
な

っ
た
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の

「
両
淮
塩
引
案
」
と
い
う
事

件
は
、
流
動
性
の
高

い
財
源
で
あ
る
塩
税
を
前
近
代
社
会

に
お
い
て
管
理
す
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ

っ
た
か
と

い
う
こ
と
を
具
体
的
に
表
し

て
い
る
と

い
え
よ
う
。

註
(1
)

拙
稿

「乾
隆
年

間
に
お
け
る
官
僚
と
塩
商

(
一
)
　
両
淮

塩
引
案
を
中
心

と
し
て
ー

」

(
『九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』

一
五
、

一
九
八
六
)
参

照
。

(2
)

佐
伯
富
氏

『清
代
塩
政

の
研
究
』

(東
洋
史
研
究
会

一
九

五
六
年
刊
)
二
二
八
頁

に

「乾
隆
時
代
は
堕
務

の
極
盛
時
代
で
、
額
引
は
全
部
暢
錆
し
た

の
で
翌
年

の
監

引
を
繰
上
げ

て
與

へ
た
。
こ
れ
を
豫
堤
と
稻
し
た
。
」
と
あ
る
。

(3
)

『宮
中
槽
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
三

一
輯

一
一
〇
頁
の
奏
摺

に
よ
れ
ば
、
表

2
に
示

し
た
と
お
り
、

こ
こ
と

は
異
な
る
総
額
四
四
三
万
〇
三
七

四
引
と

い
う
数
字

が
報
告

さ
れ
て
い
る
。

(4
)

塩
引
を
預
提
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
余
分

の
利
益
を
生
じ
、
そ
れ
を
塩
政
衙
門
に
納
入
さ
せ
て

「
公
費
」
と
し
て
プ
ー
ル
す

る
こ
の
銀
両
の
こ
と
を
史
料
中
で
は

「緻

銀
」

・

「
鯨
利
」

な
ど
と
称
し
て
い
る
が
、
本
稿
中

で
は

「
余
利
銀
」
と
呼

ぶ
こ
と
に
す
る
。



(5
)

註

(2
)
参

照

。

(
6
)

拙
稿

「
乾
隆
年
間

に
お
け
る
官
僚
と
塩
商

(
一
)
ー
両
淮

塩
引
案
を
中
心
と
し
て
ー

」
参
照
。

(
7
)

『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
三
一二
輯

一
〇
七
頁
、
乾
隆

三
一二
年
六
月

二
〇
日
、

(江
蘇
巡
撫
)
彰
宝

・

(両
潅
塩
政
)
尤
抜
世
の
奏
摺
参
照
。

(8
)

こ
の
記
述

の
詳
細
は
不
明

の
た
め
、
実
際
に
自
分

の
懐

に
い
れ
て
し
ま

っ
た
か
ど
う
か
は
不
明

で
あ
る
。

(9
)

営
運
生
息
銀

に
つ
い
て
は
、
安
部
健
夫
氏

「清
代

に
お
け
る
典
当
業

の
趨
勢
」

(『羽
田
博
士
頒
寿
記
念
東
洋
史
論
叢
』
東

洋
史
研
究
会

一
九
五
〇
年
刊
、

の
ち

『清

代
史

の
研
究
』
創
文
社

一
九
七

一
年
刊
、
所
収
)
お
よ
び
佐
伯
富
氏

「清
朝

の
興
起
と
山
西
商
人
」

(
『社
会
文
化
史
学
』

一
、

一
九
六
六
年
、

の
ち

『中
国
史

研
究
』

第
二
、
東
洋
史
研
究
会

一
九
七

一
年
刊
、
所
収
)
参
照
。
た
だ
し
安
倍

・
佐
伯
両
氏
は
、
「営
運
生
息
銀
両
」
を
、
官
衙
が
資
金
を
商
人
に
貸
与
す

る
場
合
に
限
定
し

て
用

い
て
お
ら
れ
る
が
、
本
稿

に
お

い
て
は
、
官
僚
と
塩
商

の
問
に
行
な
わ
れ
る
私
的
な
銀
両

の
貸
借
も
含
め
て
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

(10
)
両
淮

の
塩
商

が
衙
門
の
資
金
を
借
り
受

け
た
事
例
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
以
外

に

『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』

;

二
輯
二
一二
五
頁
な
ど

に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
『宮
中
棺

乾
隆
朝
奏
摺
』
で
み
ら
れ
る
事
例
以
外
に

つ
い
て
は
佐
伯
富
氏

「清
朝

の
興
起
と
山
西
商
人
」
参
照
。

(11
)

盧
見
曽
が
両
淮

塩
運
使

で
あ

っ
た

の
は
乾
隆

一
八
年

(
一
七
五
三
)
か

ら
二
七
年

(
一
七

六
二
)

の
約
九
年
間

で
あ
る
。
拙
稿

「清
代

に
お
け
る
官

僚
と
塩
商

(
一
)
　
両
淮

塩
引
案
を
中
心
と
し
て
　

」
参

照
。

(12
)

後
引

の

『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
三

一
輯
四
二
六
頁
、
乾
隆
三
三
年
七
月

二
六
日
、
江
蘇
巡
撫
彰
宝

・
両
潅
塩
政
尤
抜
世

の
奏
摺
お
よ
び
嘉
慶

『
両
淮
塩
法
志
』

巻

三
四
、
職
官
三
、
各
官
姓
名
表
上
に
よ
れ
ば
、
楊
重
英

の
両
淮

に
お
け
る
官
歴
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

乾
隆

一
四
年

～

一
九
年
閏
四
月

通
州
通
判

一
九
年
閏
四
月
～
二
五
年

六
月

監
製
同
知

二
五
年
六
月

～
二
七
年

二
月

南
巡

に
関
す
る
諸
工
事

を
監
督

二
七
年

二
月

～
三
〇
年

揚
州
知
府

三
〇
年

～
三

一
年

道
員

(
13
)

こ
の
引

用
史
料
中
に

「乾
隆
二
十

一
年
及
二
十

五

・
六
年
辮
理
差
務

工
程
」
と
あ
る
の
は
、
時
期
か
ら
み
て
、
乾
隆

二
二

・
二
七
年

に
行

な
わ
れ
た
二
度
目
と
三
度

目

の
南
巡
に
先
だ

つ
建
設

工
事

の
監
督
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

(
14
)

こ
の
事
件
を
発
覚
し
に
く
く
し
た
原
因

の

一
つ
に
、
両
淮

塩
政
を
監
視
す
る
責
務

の
あ
る
両
江
総
督
に
両
淮

塩
政
高
恒

の

「堂
兄
弟
」
で
あ

る
高

晋
が
就

い
て
い
た

こ
と
が
あ
げ

ら
れ
る
。
先

に
拙
稿

「乾
隆
年

間
に
お
け
る
官
僚
と
塩
商

(
一
)
ー
両
淮

塩
引
案
を
中
心
と
し

て
ー

」
に
お

い
て
、
高
恒
と
高
晋

は

「
胞
兄
弟
」

で

あ

る
と
し
た
が
、
誤
り
で
あ

っ
た
。

し
た
が

っ
て
高
晋

の
胞
兄

で
あ
り

、
普
福

と
は
姻
戚
関
係

に
あ
る
高
誠
も
高

恒
と
は

「堂
兄
弟
」

の
関
係

に
な
る
。

こ
こ
に
お
詫

び
し

て
訂
正

さ
せ

て
い
た
だ
く
。


